
 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の本格実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

 現状、課題等）

【背景】 

・子供たちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化・多様化し

ており、学校と地域の連携・協働の重要性が指摘されている。 

・子供や学校の抱える課題の解決、未来を担う子供たちの豊かな

成長のためには、社会総掛かりでの教育の実現が不可欠。 

・学校と地域がパートナーとして連携・協働による取組を進めてい

くためには、目標やビジョンを共有することが重要。 

・「地域とともにある学校」への転換を図るコミュニティ・スクー

ル（学校運営協議会制度）は、学校運営に地域の声を積極的に生

かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めるための制

度であり、全国的に導入が進んでいる。 

【経緯・現状】 

・平成 16 年度、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」にお

いて、学校運営協議会について規定された。 

・本市においては、平成 28 年度から市立小中学校の中から数校を

コミュニティ・スクール推進モデル校に選定し、制度の試行・検

証を実施している。 

・平成 29 年度の法律改正により、学校運営協議会の設置が、教育

委員会の努力義務となった。 

・令和元年度、本市では、24 校（小 14・中 10）をモデル校に選定

し、制度の試行を継続している（別紙「リーフレット」参照）。 

【課題】 

・制度導入に向けた教員の意識改革 

・学校の組織体制の整備 

・多くの地域住民に関わっていただくための仕組みの構築 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

・令和元年度でモデル校による試行は終了し、令和 2年度からは、

法律に基づくコミュニティ・スクールを準備の整った学校から

順次導入する。 

・「浜松市学校運営協議会規則（仮称）」を制定し、コミュニティ・

スクールの運用等の詳細について定める（別紙「規則案」参照）。

・コミュニティ・スクールは、学校運営協議会委員への就任など、地

域住民の皆様に学校運営へ参画していただくための制度であるの

で、区協議会委員の皆様には、制度や規則案の内容等についてご意

見をいただきたい。

備 考 

（答申・協議結果を得た 

い時期、今後の予定など）

令和元年 6月：規則案を浜松市教育委員会へ上程 

令和元年 7月：規則の公布 

令和 2 年 4月：規則の施行、準備の整った学校から運用を開始 

担当課 教育総務課 担当者 山下 博之 電話 457－2401 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料1 







浜松市学校運営協議会規則（案） 

令和元年○月○日 

浜松市教育委員会規則第○号 

（趣旨）  

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号。以下「地教行法」という。）第４７条の６の規定に基づき、学校運営協議会（以下「協

議会」という。）について、必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、浜

松市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長（園長を含む。以下同じ。）の権

限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域住民等に

よる学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との

間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒（幼児を含む。以下同じ。）の健全育成に

取り組むことを目的とする。 

２ 協議会は、次の各号に掲げる理念に基づき、協議するものとする。 

（１）学校と保護者及び地域住民等が一体となり、児童生徒や地域の現状や課題をとらえ、

特色ある学校づくりを推進すること 

（２）保護者及び地域住民等が協議に参画することにより「社会に開かれた教育課程」の具

現を目指し、「市民協働による未来創造への人づくり」に資すること 

（設置） 

第３条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認められる場合には、浜松市立幼稚園、

小中学校及び高等学校ごとに、協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が二以上の

学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校に

ついて一の協議会を置くことができる。 

２ 教育委員会は、前項の協議会を設置するに当たっては、対象学校（当該協議会がその運

営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。）の校長、保護者

及び地域住民等の意見を反映するよう努めるものとする。 

３ 協議会の呼称は、協議会が任意に定めることができる。 

（協議会の役割） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行う。 

（１）学校運営に関すること 

（２）学校運営への必要な支援に関すること 

（３）その他、児童生徒の健全育成に資する事項に関すること 

２ 協議会は、協議会で決定した事項について、対象学校の保護者及び地域住民等の理解を

促し、主体的な支援及び協力を得られるようにするため、対象学校の保護者及び地域住民

に協議の結果等を積極的に情報提供するよう努めるものとする。 



（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第５条 対象学校の校長は、教育課程の編成及び学校経営に関する全体構想について、毎年

度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。 

２ 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従い学校運営を行うものと

する。 

（学校運営等に関する意見の申出） 

第６条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、校長又は教育委員会に対して意

見を述べることができる。ただし、前条第１項で承認を受けた基本的な方針の実現に資す

る意見に限る。 

２ 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、教育委員会に意見を述べるこ

とができる。ただし、特定の職員に関する意見は除く。 

３ 協議会は、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意

見を聴取するものとする。 

（学校運営等に関する評価） 

第７条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営状況の学校関係者評価及び協議会の取

組等について自己評価を行うものとする。 

２ 学校関係者評価及び協議会の取組等の自己評価に必要な事項は、別に定める。 

（委員の任命） 

第８条 協議会は、児童生徒の保護者、通学区域の地域住民、対象学校の運営に資する活動

を行う者を含む委員１５人以内で組織する。 

２ 対象学校の校長は、次の各号に掲げる者のうちから委員となることが適当と認められる

者を選出し、教育委員会に推薦する。 

（１）児童生徒の保護者 

（２）通学区域の地域住民 

（３）対象学校の運営に資する活動を行う者 

（４）学識経験者 

（５）その他、対象学校の校長が適当と認める者 

３ 委員は、前項により推薦された者のうちから、教育委員会が任命する。 

４ 委員の解任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命す

る。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合には、この限りでない。 

５ 委員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第２号に定める非常

勤の特別職の地方公務員とする。 

（委員の守秘義務等） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同

様とする。 

２ 委員は、前項のほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 



（１）委員たるにふさわしくない非行を行うこと 

（２）委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること 

（３）その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと 

（任期） 

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任は、継続して２任期までとする。 

（報酬） 

第１１条 委員の報酬は別に定める。 

（会長及び副会長） 

第１２条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議の運営） 

第１３条 協議会の会議は、会長が開催日前に会議の日時、場所及び協議事項を示して招集

する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。 

２ 協議会の会議の議長は、その会議において出席した委員の中から選出する。 

３ 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。 

４ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによ

る。ただし、議事に関して特別の利害関係を有する委員は、その議事の議決に加わること

ができない。 

５ 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見や助言を聞くこと

ができる。 

（会議の公開） 

第１４条 協議会の会議は、特別な事情がない限り公開とする。 

２ 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。 

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。傍聴人が会議の進行を妨げる行

為をした場合には、対象学校の会長が、会議場からの退場を命じることができる。 

（部会等） 

第１５条 協議会は、部会等の必要な組織を置くことができる。 

２ 部会等の設置に関する事項は、会長が別に定める。 

（研修） 

第１６条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任



等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。 

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置） 

第１７条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて助言

及び指導を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に

支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保

するための措置を講じるものとする。 

２  教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必

要な情報提供を行うものとする。 

（委員の解任） 

第１８条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することがで

きる。 

（１）委員から解任の申し出があった場合 

（２）委員が心身の故障等により、職務を遂行することができない場合 

（３）委員が第９条に反した場合 

（４）その他解任に相当する理由が認められる場合 

２ 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、直ち

に教育委員会に報告しなければならない。 

３ 教育委員会は、委員を解任する場合は、当該委員に対して文書等によりその理由を示さ

なければならない。 

（庶務） 

第１９条 協議会は、浜松市立小中学校管理規則第１９条の１５（昭和３２年浜松市教育委

員会規則第１号）で定めるコミュニティ・スクール担当教職員とともに庶務を掌るコミュ

ニティ・スクールディレクター（以下「ディレクター」という。）を置くことができる。 

２ ディレクターの設置に関する必要な事項は、別に定める。 

３ ディレクターを置かない学校は、会長が委員の中から庶務を指名し、協議会の庶務につ

いて、コミュニティ・スクール担当教職員を補佐する。 

（委任） 

第２０条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 



１

 第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 平成３０年度浜北区地域力向上事業の事後評価について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【趣旨】 

 地域力向上事業実施要綱第１０条に基づき、浜北区役所で平

成３０年度に実施した地域力向上事業について、浜北区協議会

で評価を行う。 

地域力向上事業実施要綱 

 （事後評価） 

 第１０条 市長は、実施した助成事業が終了したときは、 

区行政推進会議及び区協議会で評価を行う。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 平成３０年度に実施した助成事業は１１件 

※詳細は別紙のとおり 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

事業実施内容、評価結果等はホームページで公表する。 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 岩崎 英浩 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料2 



評価コメント

浜
北
区
ら
し
さ

事
業
目
的
の
達
成
度

財
政
支
援
の
必
要
性

費
用
対
効
果

1

中瀬村大城清左衛門と賀茂真淵撰の和
歌・渡辺蒙庵作の漢詩に関する冊子発
行

　　　　　　　　　　　　１回目

中瀬郷土史の会
代表　室内哲次

江戸時代中期に中瀬村の
大城清左衛門が交友の
あった渡辺蒙庵を通じて
賀茂真淵に撰集を依頼し
たことによりできた和歌
「遠江十二景詩」と蒙庵
自身が詠んだ漢詩「国領
十二景詩」の解説を中心
とした冊子を発行するこ
とにより、大城清左衛門
と賀茂真淵及び渡辺蒙庵
との関係や上記の和歌と
漢詩のことを地域住民に
広く知ってもらう。

郷土の先人、大城清左衛門と「遠江十二景歌」及び
「国領十二景詩」に関して冊子を作成し、大城清左
衛門と渡辺蒙庵の繋がりや冊子の解説などの講演会
を開催した。

【期間】4月1日(日)～2月15(金)
【開催場所】中瀬協働センター(講演)
【冊子】400冊

504 250 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ

　江戸時代に中瀬村の大城清左衛門が
著名な国学者と漢学者に依頼し生まれ
た短歌と漢詩の解説をする冊子を作成
し、講演会を開催したことで、区民に
地元の偉人や歴史について知ってもら
うことができた。
　今後も継続して、冊子を活用したイ
ベントなどを行い広く周知されること
を期待する。

2

「アースディはままつ」
～浜北区から発信！！フェアトレード
タウンにおけるエシカルな事業者によ
る地域振興と参加者が環境や地球、命
を考える一日に～

　　　　　　　　　　　　1回目

はままつフェアト
レードタウンネッ
トワーク
代表　杉山世子

区内でフェアトレードや
オーガニック食材を扱っ
たり、有機農法で農業を
行っている事業者を中心
にしたイベントを開催
し、広くフェアトレード
やオーガニックについて
の学びを深めてもらうこ
とを目的とする。

アースディイベントを開催した。
・フェアトレード商品、地元農家による有機栽培野
菜、オーガニック食材、手作り作家さんの作品の販
売
・整体・マッサージ
・木工体験、森林公園散策、草笛体験などのワーク
ショップ
・多国籍演奏、ダンスなどのステージ
・環境、フェアトレードなどに関する上映会
（60店舗中10店舗が浜北区内事業者）
【開催日】平成30年4月22日（日）
【場所】静岡県立森林公園
【来場者数】約500名

320 159 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ

　天気も良く大勢の来客があった。
フェアトレード商品やオーガニック食
材の販売、それらを活かした飲食物の
販売等があり、イベント広場のステー
ジ上ではダンスなどの催しで会場を盛
り上げた。代表による、フェアトレー
ドについての説明もありフェアトレー
ドを知ってもらいたいという目的はあ
る程度達成できた。
　しかし、初回の開催ということもあ
り、実績報告書に記載いただいたとお
り、準備不足の点や駐車場の課題等が
あった。
　また、たくさんの出店がある中で、
どの店舗が浜北のお店かが分かりにく
かったため、浜北区らしさを出すため
の工夫を次回の開催ではしてほしい。

評価項目

平成30年度地域力向上事業 事後評価

★助成事業

番号 事　業　名 提案者 目　　的 事　業　内　容
総事業費
(単位:千
円)

市執行額
(単位:千円)

事後評価

浜北区　1



評価コメント

浜
北
区
ら
し
さ

事
業
目
的
の
達
成
度

財
政
支
援
の
必
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3

次世代の安心・安全地域を担う人材育
成講座
（浜北区高校生東北スタディツアー）

　　　　　　　　　　　　１回目

認定ＮＰＯ法人
魅惑的倶楽部
理事長　鈴木恵子

浜松市は南海トラフによ
る災害において津波等の
被害が危惧されている
が、浜北区は地盤も固く
津波も来ないから安全と
安心し、減災意識が薄れ
ている。
浜北区民の意識向上と、
減災活動を実践できる次
世代を担う人材の育成を
行う。

①高校生の人材育成及び復興支援活動の実践とし
て、３泊４日（車中泊１日含む）で、気仙沼市、南
三陸町、石巻市等に出向き、
・被災地における復旧復興の現状を知る。
・語り部や被災者からの生の声を聞き、浜北区内に
おける今後の減災活動及び啓発活動の担い手育成を
行った。

②浜北区プレ葉ウォーク浜北ホールにて、大学生、
高校生による東北スタディツアー報告会を開催し、
防災について詳しい弁護士の永野海先生による講演
会も開催された。
【開催日】
　①平成30年8月26日（日）～8月29日（水）
　②平成30年12月9日（日）
【開催場所】
　①宮城県気仙沼市、南三陸町、石巻市　他
　②プレ葉ウォーク浜北
【参加人数】
　①参加者21名
　②参加者50名程度

1,570 784 Ｂ Ａ Ｂ Ａ

　区内の高校生を中心に21名が集ま
り、被災地にて地元住民との交流や、
被災者からの声を直接聞くことで、減
災活動や啓発活動について今後自分達
がどのように関われば良いのかを学ぶ
ことができ、次世代を担う人材育成に
ついて効果があった。
　また、報告会では被災地で学んだ命
を守るための教訓を伝えることができ
た。

4
らぶ はまキター！！

　　　　　　　　　　　　２回目

らぶ はまキ
ター！！実行委員
会
代表　河合博美

浜北で頑張っている個人
事業の方の魅力を発信す
るとともに、浜北駅前の
活性化を目的とする。ま
た、家族のコミュニケー
ションのきっかけづくり
を目的とする。

浜北の魅力発信と浜北駅前の活性化、コミュニケー
ションづくりのためのイベントを開催した。
・区内外で浜北を盛り上げたいと思っている起業家
さんたちの出店
（55店舗中35店舗が浜北区内事業者）
・家族で楽しめるワークショップ（体験コーナー）
やリラクゼーション
・キッズコーナーの設置
・野菜セミナーの実施
【開催日】平成30年6月16日(土)
【場所】なゆた・浜北　なゆたホール
【来場者数】約800名（前年度約360名）

312 95 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

　出店者のうち6割以上を浜北区の事業
者が占め、浜北区ガイドマップにて店
舗の場所を示す、区内の幼稚園・保育
園児の作品を展示するなど、浜北区の
魅力を発信する努力がなされていた。
来場者数も前年度の約2倍となり多くの
家族連れで賑わっていたことから、駅
前の活性化や家族のコミュニケーショ
ンのきっかけづくりという目的はある
程度達成できた。
　また、前年度に比べ事業経費におけ
る協賛金や出店料収入の割合が高く
なっている（約7割）ことから、今後も
より出店者・来場者双方にとって魅力
的な内容とし、3年目以降の自走を期待
したい。

5
なゆた・浜北イルミネーション

　　　　　　　　　　　　３回目

なゆた浜北イルミ
ネーション実行委
員会
代表　池田吉仁

浜北駅前を彩る冬の風物
詩として定着したイルミ
ネーションの灯を消さな
いように、なゆた浜北テ
ナント会と浜北商工会で
連携し、なゆた・浜北を
中心とした浜北駅周辺の
活性化に繋げる。

浜北駅前をイルミネーションで彩り、冬の浜北駅周
辺を活性化した。

【期間】11月10日（土）～2月17日（日）
【開催場所】なゆた・浜北駅前広場
【来場者数】約8,000人

1,459 583 Ａ Ａ Ｂ Ａ

　開催期間を昨年度よりも1ヵ月延長し
100日間開催したことや、遠州鉄道に協
力していただきポスターを貼ったり、
他イベントとのコラボレーションによ
り、多くの人が楽しむことができた点
は評価できる。
　地域力向上事業（助成事業）として
補助できる最終年度であるが、次年度
以降も継続して開催されることを期待
したい。
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6
「浜北の社寺を訪ねて」誌の発行事業

　　　　　　　　　　　　１回目

浜北郷土史部
代表　青嶋勝彦

地元の神社やお寺の歴史
だけでなく、地域の歴史
や出来事も記録した冊子
を出版することにより、
先人たちが大事に守り続
けてきた物事が次世代の
人にも引き継がれ、地域
への愛着を深めてもらう
ことを目的とする。

浜北区内の神社やお寺の歴史や、地域の歴史や出来
事を記録した冊子を発行した。

【期間】
6月1日(金)～3月31(日)

950 472 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

　区内の社寺の由来や歴史だけではな
く、その地域の歴史についても広く区
民に知ってもらう冊子ができた。
　また、冊子はカラー写真付きで分か
りやすくまとめられており、区内の小
中学校等に配布する事で、地域の歴史
文化を後世に受け継ぐことができた。

7

浜北副都心にぎわいづくり協議会
赤ちゃんフォトコンテスト

　　　　　　　　　　　　１回目

浜北副都心にぎわ
いづくり協議会少
子化対策部会
部会長　髙倉英博

赤ちゃんの笑顔があふれ
自然に溶け込んでいる浜
北区を目指す。

少子化対策のための赤ちゃんフォト募集ポスターで
広くＰＲを行い、応募いただいた写真をプレ葉
ウォーク浜北で公開し市民の皆さんも一次審査に参
加した。
その他、応募作品による写真展を区内各所で開催し
た。

【期間】7月2日（月）～1月31日（木）
【場所】プレ葉ウォーク浜北　センターコート　等
【応募数】253点（前回192点）
【一般審査投票数】3,448票（前回2,296票）

266 131 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

　昨年度と比較すると、応募数や投票
数も増えている。表彰式においても市
長が出席され盛大に行われたことで多
くの方に少子化について関心を持って
いただけた。
　また、写真展や自治会を通じて世帯
回覧するなどでより関心を高めること
ができた。

8

三遠南信名物自慢「はまきた駅前なゆ
た朝市」

　　　　　　　　　　　　１回目

はまきた駅前なゆ
た朝市
代表　山田純

浜北地区の特産品を見直
し、また浜北地区以外の
特産品を発見し活かすこ
とにより浜北ならではの
産業の活性化に繋げる。
また、「なゆた・浜北」
の認知度を上げ、浜北駅
前周辺の活性化を狙う。

三遠南信の農産品、水産物、工芸品、郷土加工品等
の販売を、毎月２回、第２、第４火曜日を基本とし
て午前９時から午後３時まで開催した。また、１０
月と１１月にイベントを開催した。

【開催期間】6月1日（金）～3月31日(日）
【開催場所】なゆた広場

506 252 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

　毎月第2、第4火曜日を基本に実施
し、10月と11月には、抽選会（クジ）
ができるイベントを実施した。新聞折
り込みによる宣伝等で多くの来場者が
あり浜北駅前の活性化に繋がった。
　しかし、地元店舗の参加が少ないた
め、今後は出店募集の方法についても
工夫していただき、さらに来場者を増
やし駅前活性化に繋がることを期待す
る。
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9
災害に備えるための「減災学習」

　　　　　　　　　　　　１回目

公益社団法人
浜北青年会議所
理事長　藤井雄一

浜北区民を中心とした一
般市民の方の減災意識の
向上を図る。

自助能力を向上させ、共助への意識向上を図るため
の学習会を開催した。
　・講師4団体による自助に対する知識向上や学習
のための、講話及び造作体験コーナーの設置
【開催日】平成30年9月16日（日）
【場所】プレ葉ウォーク浜北　1Fプレ葉コート
【参加者数】100名

52 25 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

　参加した多くの方が家族で防災につ
いて話し合い、約束事を決めておくこ
とや、防災対策を家庭内で徹底して実
施する大切さを学ぶことで、自助能力
の向上ができ、また、共助への意識向
上を図ることができた。
　また、全部のブースを回りきる家族
に時間差が生じてしまい、早く終了し
た方には最後のクロージングまで待っ
ていただいた点がある。今後はこの問
題点について改善しスムーズな運営が
できるよう期待したい。

10

森林公園勝手に応援団！パネル展・カ
レンダー・動画ＣＭ

　　　　　　　　　　　　２回目

ふれあい浜北
代表　小楠浩丈

市内の学生が考える地域
活性の活動により、人が
集う公園の新しい魅力を
発信することで公園利用
者が増え、派生的に周辺
施設（あらたまの湯、岩
水寺、浜北森林アスレ
ティック等）への利用も
増加し、浜北北部地域を
活性化する。

①　森林公園を舞台に、中・高校生等が公園内で
ポートレートを追加撮影し、Ａ３のパネルにして展
示をした。
【森の家、バードピア浜北、浜松市役所、浜北区役
所等】

②　カレンダーを製作し販売した。（1冊500円）
【森の家、バードピア浜北、各種イベント等】

③　1分間のCM動画を製作しＨＰで広報した。

【開催期間】10月1日（月）～1月31日（木）
【開催場所】なゆた浜北・森の家、バードピア浜
北・浜松市役所他

291 96 Ａ Ａ Ｂ Ｂ

　県立森林公園を舞台に中・高生をモ
デルとした写真を撮影し、市内施設に
おいてカレンダーの販売、Ａ３のパネ
ルの展示等を行った。また本年度は１
分間のＣＭ動画も作成し、施設ＨＰに
て公開を行った。上記の取り組みは新
聞にも掲載され大きな広報となった。
　また、この活動により森の家の１０
月～１２月の利用者は前年比１．５倍
となっており、浜北北部地域の魅力発
信と活性化に寄与したといえる。

11
岩水寺遺跡祭り

　　　　　　　　　　　　１回目

赤佐発展会
代表　米山英孝

浜北北部に位置する岩水
寺さくらの里は浜北原人
の発掘された根堅遺跡を
有している。近年、再発
掘が行われているが、近
隣住民をはじめ浜北区内
においてあまり周知され
ていない。
　浜北原人及び根堅遺跡
に関するイベントを通じ
地域住民に根堅遺跡の再
発掘調査についてＰＲす
る。

　イベントを開催するこ
とで、人を呼び込み周辺
地域の活性化に繋がる。

・根堅遺跡、赤佐地区及び浜北区内の史跡等のパネ
ル展示、説明などを実施した。
・「赤佐」の名前の起源となった赤蛇伝説の紙芝居
を映像化したものを上映した。

【開催日】3月31日(日)
【開催場所】岩水寺大駐車場
【来場者】約400名

829 413 Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ

　浜北原人などが発掘された根堅遺跡
等のパネル展示を行った、当日は「さ
くらの里まつり」も同時開催され桜も
満開で多くの来場者があり、地元の遺
跡等に興味を持ってもらうきっかけが
できた。
　しかし、講師の急病や人手不足等に
より当初予定していた遺跡発掘調査場
所へのツアーが中止になってしまうな
ど準備不足な面が見られたため改善を
期待する。
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１

 第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和元年度浜北区地域力向上事業の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【趣旨】 

 地域力向上事業実施要綱第８条に基づき、浜北区役所に提案

された地域力向上事業・助成事業の採択に当たって、浜北区協

議会に意見を求める。 

地域力向上事業実施要綱 

 （実施予定事業の決定） 

 第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、区協議会に 

  意見を求め、その意見を踏まえて実施予定助成事業を決定 

し、提案団体には選考結果通知書により通知するものとす 

る。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 令和元年度の地域力向上事業・助成事業は、平成３１年１月

から募集を開始した（４月から二次募集中）。今回は４月に提出

された提案について、区行政推進会議で審議したものを提出す

る。 

 提案  １件 

 採用  １件 

 不採用 ０件 

※詳細は別紙のとおり 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 市長は、浜北区協議会の意見を踏まえて、地域力向上事業・

助成事業を決定する。 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 岩崎 英浩 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料3 



（単位：円）

■助成事業 予算要求額 既申請額 今回補助額

3,300,000 388,000 130,000

内容

時期

場所 担当課：健康づくり課

事業の目的・効果

　少子化対策のための赤ちゃんフォト募集ポスター
やチラシで広くＰＲを行い、応募いただいた写真を
プレ葉ウォーク浜北で公開し市民の皆さんにも一
次審査に参加していただく。
　その他、応募作品による写真展を区内各所で開
催する。

【募集期間（予定）】　7月1日（月）　～　9月2日（月）

【一次・二次審査（予定）】　9月～10月

【表彰式（予定）】　10月

提案内容

浜北副都心にぎわいづ
くり協議会少子化対策
部会

　昨年は、応募数、一次審査投票数
とも初回開催年度と比較して大幅な
伸びを見せ、市長を迎えての表彰式
も多くの来場者を迎えインパクトのあ
るイベントとして定着した。また、作成
した冊子を区内各世帯に回覧し好評
を得た。
　今回は少子化対策を軸に、フォトコ
ンテストと少子化対策冊子のシリー
ズ化など、より積極的に進めたい。

令和元年6月1日（土）～令和2年3月31日（火）

プレ葉ウォーク浜北センターコート　他

継続
事業

〇

残額

2,782,000

補助金額
（希望額）(円）

130,000

予算内容（金額：円）

主なものは次のとおり

・展示用品、額縁
　　　　　　 （50,000円）
・審査、表彰用品等
　　　　　　 （42,000円）
・入賞者副賞品
　　　　　　（70,000円）
・募集ポスター、チラシ
　　　　　　（45,000円）
・冊子　 （120,000円）

・補助金　 （130,000円）
・協賛金　 （197,000円）

令和元年度地域力向上事業提案内容

3

Ｎｏ．

浜北副都心にぎわいづくり協議
会赤ちゃんフォトコンテスト
　　　　　　　　　　　　　　（２回目）

提案事業名 提案者 概算事業費(円) 課長会議検討結果

327,000

 【採用（実施予定事業候補）】

・今年度は少子化対策冊子に力を入れてい
るということなので、現代社会の抱える大きな
課題の対策の一助となることを期待する。
・赤ちゃんの魅力発信と冊子による少子化対
策の啓発に期待する。
・フォトコンテストへの応募や写真展示への
集客の増加につながるよう効果的なＰＲ活動
を展開してほしい。
・過去においては、各市町の産業祭等のイベ
ントで実施されていたこともある事業であり、
「区の固有性」という面では薄い。しかしなが
ら、応募数、投票数ともに大幅に増加してお
り、区民の関心の高まりを伺うことができる。
・当事業は、うちの子自慢、商品目当てといっ
た見方がある一方で、つながりのない（家族
ではない）高齢者にとっても、見て楽しみ、元
気をもらうことができる内容である。
・今年度は今後の自走による継続を模索して
ほしい。


